
高根沢町立西小学校いじめ防止基本方針

いじめは、人間の尊厳を侵害し、児童の心身の成長及び人格の形成に重大な
影響を与えるとともに、生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれのあ
る絶対に許されない行為である。いじめは、どの学校、どの学級、どの子にも
起こりうるものであるという認識のもと、学校は、家庭や地域その他関係者と
の連携を図りながら、学校全体で組織的にいじめの根絶を目指して、いじめの
未然防止の充実と早期発見・早期対応に取り組むことが必要である。
この度、いじめ防止対策推進法が施行され、「栃木県いじめ防止基本方針」「高

根沢町いじめ防止基本方針」が策定されたことを受け、本校におけるいじめ防
止等の対策に関する基本方針を定めるものである。

１ いじめの防止等の対策の基本的な考え方

（１）いじめの防止等の対策に関する基本理念
〇 いじめは全ての児童に関係する問題で、すべての児童が安心して学校生活
を送り、学校の内外でいじめが行われなくなるようにする。

〇 全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがない
ようにいじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童の心身に深刻
な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童が十分に理解でき
るようにする。

〇 町、学校、地域住民、家庭その他の関係者と連携して、いじめの問題を克
服することを目指す。

（２）いじめの定義
いじめとは、校内外を問わず、当該児童が一定の人間関係のあるものから、

心理的・物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものも
含む）を受けたことにより、心身の苦痛を感じているものである。

（３）いじめの理解
いじめは決して許されない行為であり、また、どの児童にも起こりうるもの

であり、「暴力」を伴わないいじめであっても、生命、身体に重大な危険を生
じさせることもあることを念頭に、いじめられた児童の立場にたつことを基本
に対応にあたらなくてはならない。

（４）いじめの防止等に関する基本的な考え方
① いじめの防止
〇 学校教育活動全体を通し、すべての児童に「いじめは決して許されない」
ことへの理解を促し、異学年によるなかよし班活動やよさを認め合う「とび
きりのありがとう」の取組等の日々の活動を行う中で、思いやりや助け合い、
規範意識等の心を育て、望ましい人間関係を構築する力の育成を図る。

〇 児童がいじめの問題について正しく理解し、いじめを自分たちの問題とし
て捉え、その解決に向け、自主的に行動することができるように指導する。

〇 「いじめは決して許されるものではない」「いじめはどの学級にも起こりう
る」という認識を全教職員がもち、いじめのない学校を目指して、家庭や地
域との連携を図り、いじめ防止の取組の充実、いじめの早期発見・早期対応
・早期解決に努めていく。

② いじめの早期発見
〇 「いじめは見えにくい」ということを認識し、児童のささいな変化や兆候
であっても見逃さず、積極的に認知できるよう、教職員が児童と共に過ごす
機会を大切にする。

〇 定期的なアンケート調査や教育相談の充実・相談窓口の周知等により、児
童や保護者がいじめを訴えやすい環境を作る。

〇 職員会議後に児童指導連絡会議を開き、全職員で児童の情報交換を行い、
共通理解を図る。また、教職員とスクールカウンセラーが情報を共有できる
ようにする。

③ いじめへの対処
〇 いじめがあることが確認された場合は、直ちにいじめられた児童や知らせ



てきた児童の安全を確保し、できるだけ不安を取り除く。
〇 いじめであると判断されたら、組織的対応を行う。被害・加害児童ととも
に保護者への助言を行いながら、家庭と連携を図り、問題の解決に努める。
いじめられた児童や保護者に対しては心のケアや弾力的な措置（別室での学
習等）、いじめた児童や保護者に対しては継続した助言等を行う。

〇 対応にあたっては、教育的な配慮のもとに行う。
〇 必要に応じて町や関係諸機関との連携を図る。

④ 地域や家庭との連携
, 〇 家庭、地域との連携を密にして、児童を見守る体制の整備に努める。

〇 家庭に対して、必要に応じて学校や関係諸機関等と連携をとることに対し
て啓発を行う。

〇 地域に対し、児童を見守るスクールガード等の活用を推進することや学校、
関係諸機関等への情報提供に努めることの啓発を行う。

〇 にしのき連絡協議会において、地域の代表者やＰＴＡ役員等と学校の教育
活動の取組や課題を共有し、学校と地域、家庭との連携を図る。

⑤ 関係機関との連携
〇 必要に応じて、町教育委員会、スクールカウンセラー、スクールソーシャ
ルワーカー、児童相談所、警察署と連携して対応する。

２ 学校におけるいじめ防止等の組織的な取組

(１）いじめの防止等の対策のための組織
いじめの問題は、特定の教員が抱え込むことなく、組織的に対応することが

重要であることから、いじめ等に係る校内組織を設置する。
「いじめ対策委員会」
（構成員）校長、教頭、教務主任、学年主任、児童指導主任、学習指導主任、養

護教諭、道徳教育推進教諭、教育相談担当、人権教育主任、スクール
カウンセラー その他委員会が必要と認めたもの（場合によっては学
校評議員等）

・いじめ防止等の全体指導計画の立案、改善
・校内研修会の企画・立案
・定期的なアンケートと教育相談の実施と結果の分析、共有
・いじめの事実確認、指導計画の実施状況の把握と改善

（２）いじめの防止等に関する取組
① いじめの防止(※年間計画は別表)
ア 学級経営の充実
〇 活動の成果や個人の長所を認め合う場を設けるなどして自己肯定感を高
められる活動を工夫し、「居がい感」のある学級作りに努める。

○ 「わかる・できる・楽しい授業」の実践に努め、児童一人一人が成就感や
充実感をもてる授業の実践に努める。

イ 道徳教育の充実
〇 道徳の授業を通して、児童の自己肯定感を高める。
○ 全ての教育活動において道徳教育を実践し、人権尊重の精神や思いやりの
心を育成する。

ウ 異学年交流の充実
〇 縦割り班活動であるなかよし班活動や異学年による清掃活動、交流給食
の実施などを通し、異学年で協力したり協調したりすることを学び、人と
よりよく関わる力を身に付けさせる。

エ 教育相談体制の整備
〇 Ｑ－Ｕ調査の実施から学級と児童それぞれの成果と課題を明確にし、学
級集団や児童への対応策を職員研修なを生かして考え、実践していく。

〇 学期ごとに児童対象にアンケートを実施した後、教育相談や個人懇談等
を実施し、児童一人一人の内面理解に努める。

〇 スクールカウンセラーとの効果的な面談等の実施に努める。
カ 学校間の連携
〇 幼稚園や保育園、中学校と情報交換や交流学習を実施する。
キ インターネット等でのいじめに対する対策
〇 学級活動等でインターネットのもつ利便性と危険性をしっかり理解させ
るなど発達段階に応じた情報モラル教育を計画的に実施する。



② いじめの早期発見
ア 日常的な観察
〇 いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いこと
を教職員は認識し、児童と共に過ごす機会を積極的に設け、ささいな兆候
であってもいじめではないかとの疑いをもって、早い段階から的確に関わ
りをもち、いじめを積極的に認知するように努める。また、児童のノート
や日記等などから児童の交友関係や悩みを把握する。

〇 いじめの相談窓口を知らせる掲示板や相談箱を設置し、相談しやすい環
境づくりをする。

イ いじめ調査や教育相談アンケートの実施
〇 定期的にいじめに関する調査を実施したり、教育相談を実施したりして
児童の思いをくみ取る。

③ いじめに対する組織的対応
〇 いじめの発見・通報を受けた場合には、速やかにいじめ対策委員会等を
開くとともに教職員全員で共通理解を図り、役割分担を明確にして組織的
に対応する。

〇 いじめられた児童を守るとともに、いじめた児童に対しては相手の苦し
みや痛みに思いをはせる指導を十分に行うととにいじめは決して許されな
い行為であるという人権意識をもたせる指導に努める。

○保護者へはいじめ解消に向けての具体的な対策について丁寧に説明すると
ともに今後の指導や連携について十分協議する。

〇 町教育委員会や関係機関・専門機関との連絡調整を密に行う。

３ 重大事態への対処

（１）重大事態の報告
いじめにより、児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ
ると認められた場合、また、いじめにより児童が相当の期間、学校を欠席す
ることを余儀なくされている疑いがあると認められた場合、速やかに町教育
委員会に報告する。

（２）重大事態の調査
〇 いじめ対策委員会を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施
するとともに、関係諸機関との連携を適切にとる。

〇 町教育委員会と協議の上、必要に応じて当該事案に対処する組織を設置す
る。

〇 調査にあたっては、いじめ行為がいつ、だれから行われ、どのような態様
であったか、それまでの人間関係や背景事情はどうであったか、教職員はど
う対応したか等の事実を明確にし、再発防止も視点においた調査を実施する。

（３）調査結果の提供及び報告
〇 調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その
他の必要な情報を適切に提供する。

〇 関係者の個人情報に十分配慮する。
〇 調査結果を町教育委員会に報告する。

４ その他重要事項

（１）基本方針の見直し
〇 学校評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、学校評価の目
的を踏まえ、いじめの有無やその数のみを評価するのではなく、問題を隠さ
ず、その実態把握や対応が促され、児童の状況を十分踏まえて目標を立て、
目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価し、評価結果に基づく改善
案を設定していくなどして見直しを図り、実践を続けていく。

（２）学校における「いじめ防止基本方針」等の策定状況の確認と公表
〇 学校の基本方針について、ホームページで公表する。


